
報告第２号 　令和３年度松原市一般会計補正予算（第１３号）専決処分
の承認を求めることについて

報告第３号 　令和３年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第４
号）専決処分の承認を求めることについて

報告第４号 　令和３年度松原市下水道事業会計補正予算（第２号）専決
処分の承認を求めることについて

報告第５号 　松原市市税条例等の一部を改正する条例（令和４年条例第
１２号）専決処分の承認を求めることについて

報告第６号 　松原市都市計画税条例の一部を改正する条例（令和４年条
例第１３号）専決処分の承認を求めることについて

報告第７号 　令和４年度松原市一般会計補正予算（第１号）専決処分の
承認を求めることについて

報告第８号 　令和４年度松原市一般会計補正予算（第２号）専決処分の
承認を求めることについて

報告第９号 　令和４年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第１
号）専決処分の承認を求めることについて

議案第34号 　令和４年度松原市一般会計補正予算（第３号）

議案第35号 　松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車
の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の
一部を改正する条例制定について

議案第36号 　松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費
負担に関する条例の一部を改正する条例制定について

議案第37号 　松原市スケボーパークまつばら条例制定について

議案第38号 　財産取得について（消防ポンプ自動車）

議案第39号 　財産取得について（消防団消防ポンプ自動車）
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報告第２号 

 

 

令和３年度松原市一般会計補正予算（第１３号）専決処分の承認を 

求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 
 

令 和 ３ 年 度 
 
 
 

松原市一般会計補正予算 
 
 
 

（第１３号） 



専決第 ２ 号 

 

令和３年度松原市一般会計補正予算（第１３号） 

 

令和３年度松原市の一般会計の補正予算（第１３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９７５，２２７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３，５８３，３９３

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

令 和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日 専 決 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

１. 地

歳

方 交 付 税 ８，４６５，

　

０００ １，１９５，０

出

８３ ９，６６０，０８

　

３

予

14. 国 庫 支 出

　

金 １５，５７０，９２

算

９ ６６６，２６０ １６

　

，２３７，１８９

補

１. 国 庫 負

１ 　

担 金 １０，０３９，５

正

９５ △４，９６５ １０

歳

，０３４，６３０

　

２. 国 庫 補

　

助 金 ５，４９６，２３

入

４ ６７１，２２５ ６，１６７，４５９

15. 府 支 出 金 ３，８５７，７１３ １２，４７

 

４ ３，８７０，１８７

１. 府 負 担 金 ２，９７０，８２３ １２，４７４ ２，

款

９８３，２９７

項

1

補

6. 財 産 収 入 ６３５，

　

５６５ ３９，７８１ ６

正

７５，３４６

　

１. 財 産 運 用 収

表

前

入 １８１，２８９ ３３

　

０ １８１，６１９

の

２. 財 産 売

　

払 収 入 ４５４，２７６

額

３９，４５１ ４９３，

補

７２７

　

17. 寄 附

 

金 １００，３４２ ６４

正

４ １００，９８６

　

１. 寄 附 金

　

 

１００，３４２ ６４４

額

１００，９８６

計

1

千

9. 諸 収 入 １，０９６

円

，８２６ ７６２，３８

千

５ １，８５９，２１１

円

４. 雑

千

入 １，０４９，０１２

円

７６２，３８５ １，８１１，３９７

　

20. 市 債 ３，３８９，２００ △７０１，４００ ２，６８７，８００

１. 市 債

1

３，３８９，２００ △

0

７０１，４００ ２，６

.

８７，８００

地

歳 　 　 入 　 　 合

方

　 　 計 ５１，６０８，

歳

交

１６６ １，９７５，２

付

２７ ５３，５８３，３

税

９３

８，４６５，０

　

００ １，１９５，０８

入

３ ９，６６０，０８３
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歳　

５１７，３５７ ４，６５７，７０１

款

３. 戸 籍 住 民 基

項

本 台 帳 費 ２３１，９３

補

３ ９，０３０ ２４０，

　

９６３

正

３. 民 生 費

　

２９，６３３，６３０

前

９０，４５６ ２９，７

　

２４，０８６

　

の

１. 社 会 福 祉 費

　

１１，６２６，１２４

額

４，９２０ １１，６３

補

１，０４４

　

２. 児 童 福 祉 費 ９

 

，９７１，０７２ １６

正

，１２８ ９，９８７，

　

２００

 

５. 国 民 健 康 保 険 費 １

額

，４７２，２１７ ６９

出

計

，４０８ １，５４１，

千

６２５

円

４. 衛 生 費

千

３，５８５，９１０ ５

円

４，６０７ ３，６４０

千

，５１７

円

１. 保 健 衛 生 費 １，７６１，７３１ ５４，６０７ １，８１６，３３８

５. 産 業 経 済 費 ８１３，０１３ ２２ ８１３，０３５

２

２. 商 工 費 ７

.

２５，２８４ ２２ ７２

総

５，３０６

務

６. 土

費

木 費 ３，０５１，６５

４

５ ３０３，７５４ ３，

，

３５５，４０９

１

３. 都 市 計 画

３

費 ３８４，２５４ ３，

６

７５４ ３８８，００８

，

４. 下

０

水 道 費 １，４５０，０

３

００ ３００，０００ １

７

，７５０，０００

１，

８. 教 育 費 ４，４６４

５

，８４３ １ ４，４６４

２

，８４４

６

１. 教 育 総 務 費 ６４

，

６，５０５ １ ６４６，

３

５０６

８

歳 　 　 出 　 　 合 　 　 計

７

５１，６０８，１６６

５

１，９７５，２２７ ５

，

３，５８３，３９３

６６２，４２４

１. 総 務 管 理 費 ３，１４０，３４４ １，
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金 額

千円

３． 民 生 費 ２． 児 童 福 祉 費 子 育 て 世 帯 へ の 臨 時 特 別 給 付 金 支 給 事 業 １７，０１４

第 ２ 表　　繰 越 明 許 費 補 正

款 項 事 業 名
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変更

令 和 ３ 年 度 令 和 ３ 年 度

～ ～

令 和 ４ 年 度 令 和 ５ 年 度

変 更 後
事 項

妊産婦タクシー料金助成事業 １０，６８１千円

第 ３ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

６，３００千円

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

変 更 前
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限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 千円

年10％
以　内

（但し、利率見直し方式
で借入れる政府資金、地
方公共団体金融機構資
金、ゆうちょ銀行資金及
びかんぽ生命保険資金に
ついて利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

排 水 路
整 備 事 業

14,800 同　上 同　上 同　上 同　上 18,400 同　左 同　左 同　左 同　左

公園整備事業 15,700 同　上 同　上 同　上 同　上 20,000 同　左 同　左 同　左 同　左

臨時財政対策 2,445,000 同　上 同　上 同　上 同　上 1,684,600 同　左 同　左 同　左 同　左

同　左 同　左 同　左 同　左

第 ４ 表　　地 方 債 補 正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

社会福祉施設
整 備 事 業

203,100

政  府

銀  行

その他

普通貸借

又は

証券発行

25年以内（内据置５年以内）
年賦又は半年賦の元金均等又
は元利均等償還とする。ただ
し財政の状況により償還年限
を短縮し、繰上償還をし、又
は借換えることができる。

254,200
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令 和 ３ 年 度 

 
 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 
 
 

（第１３号） 
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出

譲 与 税 １７１，０００

補

１７１，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 ２０，０００ ２０

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 ８

項

３，０００ ８３，００

別

０

５.

明

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

細

金 ７０，０００ ７０，

書

０００

１

６. 法 人 事 業 税 交 付 金

.

８０，０００ ８０，０

　

００

７

総

. 地 方 消 費 税 交 付 金 ２

　

，４５０，０００ ２，

 

４５０，０００

 

８. 環 境 性 能

 

割 交 付 金 ２５，０００

括

２５，０００

　

９. 地 方 特 例 交

 

付 金 ２００，０００ ２

(

００，０００

 

10. 地 方 交 付

歳

税 ８，４６５，０００

　

１，１９５，０８３ ９

 

，６６０，０８３

 

11. 交 通

 

安 全 対 策 特 別 交 付 金 １

入

８，０００ １８，００

 

０

12

)

. 分 担 金 及 び 負 担 金 ２

款

２８，４４６ ２２８，

補

４４６

正

13. 使 用 料 及 び 手 数

前

料 ５０６，２４４ ５０

の

６，２４４

額

14. 国 庫 支 出 金

補

１５，５７０，９２９

正

６６６，２６０ １６，

額

２３７，１８９

計

15. 府 支 出 金 ３，８５７，７１３ １２，４７４ ３，８７０，１８７

16. 財 産 収 入 ６３５，５６５ ３９，７８１ ６７５，３４６

17. 寄

千

附 金 １００，３４２ ６

円

４４ １００，９８６

千

18. 繰

円

入 金 ３８７，４９４ ３

千

８７，４９４

円

１. 市 税 １

歳

３，６２７，４４４ １

入

３，６２７，４４４

歳

２. 地 方
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前

21. 繰

の

越 金 ６２５，９６３ ６

額

２５，９６３

補

歳　　入　　合

正

　　計 ５１，６０８，

額

１６６ １，９７５，２

計

２７ ５３，５８３，３９３

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 １，０９６，８２６ ７６２，３８５ １，８５９，２１１

20

款

. 市 債 ３，３８９，２

補

００ △７０１，４００

正

２，６８７，８００
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

334,785 334

(

,785

 

２.総 務 費 4

歳

,136,037 1,

　

526,387 5,6

 

62,424 20,5

 

61 298 1,505

 

,528

出

３.民 生 費 2

 

9,633,630 9

)

0,456 29,72

補

4,086 10,75

　

2 51,100 8 28

　

,596

正

４.衛 生 費 3

　

,585,910 54

　

,607 3,640,

額

517 15,756 1

　

38,850

　

５.産 業

の

経 済 費 813,013

　

22 813,035 3

　

24,513 22 △3

財

24,513

　

６.土 木

　

費 3,051,655

源

303,754 3,3

　

55,409 7,90

　

0 644 295,21

内

0

　

７.消 防 費 1,30

　

0,689 1,300

訳

,689 7,647 △

款

7,647

補

８.教 育 費

 

4,464,843 1

正

4,464,844 2

 

99,505 1 △29

前

9,505

 

９.公 債 費

の

4,212,604 4

 

,212,604

額

10

補

.予 備 費 75,000

　

75,000

　

歳　　

正

出　　合　　計 51,

　

608,166 1,9

　

75,227 53,5

額

83,393 678,

計

734 59,000 9

特

74 1,236,51

　

9

　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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１.地 方 交 付 税

２

8,465,000 1

.

,195,083 9,

　

660,083

歳

１.地 方 交 付 税 1,1

　

95,083 普通交付

　

税 1,156,166

入

特別交付税 38,917

(款) 10. 地方交付税

計 8,465,000 1,195,083 9,660,083

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 10. 地方交付税

(項) １. 地方交付税
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費 9,584,300 △4,965 9,579,335 ４.国 民 健 康 △4,965 保険者支援分

国 庫 負 担 金 保 険 費

負 担 金

計 10,039,595 △4,965 10,034,630

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) １. 国庫負担金

２.民 生
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費 44,113 671,225 715,338 １.戸 籍 住 民 9,030 個人番号カード交付事業費

国 庫 補 助 金 基 本 台 帳 費

補 助 金

４.総 務 管 理 費 662,195 新型コロナウイルス感染症対応

目

地方創生臨時交付金

補

補

正

助 金

(款) 14

前

. 国庫支出金

の

計

額

5,496,234 6

補

71,225 6,16

　

7,459

正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金

１.総 務
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,822,459 12,474 2,834,933 ４.国 民 健 康 12,474 保険基盤安定 14,957

府 負 担 金 保 険 費 保険者支援分 △2,483

負 担 金

計 2,970,823 12,474

目

2,983,297

補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 15. 府支出金

(項) １. 府負担金

２.民 生 費 2
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及 び 116 330 446 １.利 子 及 び 330 いきいき松原基金運用収入 15

配 当 金 配 当 金 阪神高速道路大和川線沿道施設維持管理基金運用収入 2

財政調整基金運用収入 265

減債基金運用収入 1

目 補

公共施設整備事業基金

正

運用収入 14

前

商業活性

の

化事業等基金運用収入

額

22

補

子ども未来基金運

　

用収入 8

正

松原がんばる

　

市民応援基金運用収入

額

1

計

奨学基金運用収入 1

節
説

新型コロナウイルス感

　

染症等対策推進基金運

　

用収入 1

(款) 

　

16. 財産収入

　　

計 181,289 33

　

0 181,619

　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 16. 財産収入

(項) １. 財産運用収入

２.利 子
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産 452,500 39,451 491,951 １.土 地 建 物 39,451 用地処分金 37,117

売 払 収 入 売 払 収 入 元法定外公共物処分金 2,334

計 454,276 39,451 493,727

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 16. 財産収入

(項) ２. 財産売払収入

２.不 動

-17-



644 644 １.バラいっぱい 644

寄 附 金 寄 附 金

(款) 17. 寄附金

計 100,342 644 100,986

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 17. 寄附金

(項) １. 寄附金

３.バラいっぱい
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,980 762,385 1,811,365 １.雑 入 762,385 雑入

計 1,049,012 762,385 1,811,397

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ４. 雑入

２.雑 入 1,048
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00 51,100 266,100 １.社 会 福 祉 51,100 老人福祉センター弁天苑建設事業

施 設 整 備

事 業 債

４.土 木 債 289,900 7,900 297,800 ２.排 水 路 整 備 3,60

目

0 上田２丁目排水管

補

改修事業 100

正

事 業 債

前

阿保１丁目排水管布設

の

事業 3,500

額

３.

補

公 園 整 備 4,300

　

公園維持補修事業 1,

正

000

　

事 業 債 （仮称）

額

若林児童遊園整備事業

計

3,300

節

７.臨 時 財 政

説

2,445,000 △

　

760,400 1,6

　

84,600

　

１.臨 時 財 政 △760

　

,400

　

対 策 債 対 策

　

債

(款) 20.

　

 市債

　

計 3,38

　

9,200 △701,

明

400 2,687,8

区

00

　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 20. 市債

(項) １. 市債

２.民 生 債 215,0
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区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

７.企 画 費 88,541 3,696 92,237 3,768 1 △73 24. 積 立 金 3,696 その他特定目

３

的 松原がんばる市民応

.

援基金費

　

基金積

歳

立金 3,696

　　

行政サービスデジタル

出

化事業

(

９.諸

款

費 101,208 2 1

)

01,210 2 24.

 

積 立 金 2 その他特定目

２

的 阪神高速道路大和川

.

線沿道施

 

基金積

総

立金 設維持管理基金費

務

2

費

13.文化

(

振興費 194,793

項

1,895 196,6

)

88 1,895 24.

 

積 立 金 1,895 その

１

他特定目的 文化振興基

.

金費 1,895

 総

基金積立金

務

1

管

5.財政調整 781,

理

500 1,048,4

費

77 1,829,97

補

7 265 1,048,

　

212 24. 積 立 金 1

正

,048,477 財政

　

調整基金積 財政調整基

額

金費 1,048,47

　

7

の

基 金 費 立金

　財

16.公共施設

　

7,655 1,639

源

9,294 14 1,6

　

25 24. 積 立 金 1,

内

639 その他特定目的

　

公共施設整備事業基金

訳

費

節

整 備 費 基金積

説

立金 1,639

　　

17.減債基金費 4

　

61,633 461,

　

633 1 461,63

　

2 24. 積 立 金 461

　

,633 減債基金積立

　

金 減債基金費 461,

明

633

目

18.

補

いきいき 15 15 15

正

24. 積 立 金 15 その

前

他特定目的 いきいき松

の

原基金費 15

額

松

補

原基金費 基金積立金

 正

計

 

3,140,344 1

額

,517,357 4,

計

657,701 3,7

特

68 298 1,513

　

,291

　定　　財　　源
一般財源
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１.戸 籍 住 民 231,933 9,030 240,963 9,

(

030 18. 負担金、

款

9,030 交付金 戸籍

)

住民基本台帳事務事業

 ２

基本台帳費 補助

.

及び 9,030

 総

交 付 金

務費

計 231,93

(

3 9,030 240,

項

963 9,030

) ３. 戸籍住民基本台帳費

(款) ２. 総務費 (項) ３. 戸籍住民基本台帳費
-22-



一般財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

３.市長

(

選挙及び 67,457

款

67,457 7,76

)

3 △7,763 　 　 市

 

長選挙及び市議会議員

２

補欠

.

市議会議員

 

選挙

総

補欠選挙費

務費

(

計 157,381 15

項

7,381 7,763

)

△7,763

 ４. 選挙費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
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１.社 会 福 祉 3,136,776 4,920 3,141,696 4,920 2

(

4. 積 立 金 4,920

款

その他特定目的 地域福

)

祉基金費 4,920

 ３

総 務 費 基金積立金

. 

３.老人福祉

民

費 120,166 12

生

0,166 3,243

費

△3,243 　 　 元希

(

者スマートフォン普及

項

促

)

進事業

 １

４.老 人 福 祉 292

.

,546 292,54

 

6 51,100 △51

社

,100 　 　 老人福祉

会

センター弁天苑建設

福祉

センター費 事業

費

(

計

款

11,626,124

)

4,920 11,63

 

1,044 3,243

３

51,100 △49,

.

423

 民生費 (項) １. 社会福祉費
-24-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

児 童 福 祉 421,01

款

0 16,128 437

)

,138 8 16,12

 

0 24. 積 立 金 16,

３

128 その他特定目的

.

子ども未来基金費 16

 

,128

民

総 務 費

生

基金積立金

費

(

計 9,97

項

1,072 16,12

)

8 9,987,200

 

8 16,120

２. 児童福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.国 民 健 康 1,472,217 69,408 1,541,625 7

(

,509 61,899

款

27. 繰 出 金 69,4

)

08 他会計繰出金 国民

 

健康保険特別会計繰出

３

金

.

保 険 費 69,

 

408

民生

計 1,472,

費

217 69,408 1

(

,541,625 7,

項

509 61,899

) ５. 国民健康保険費

(款) ３. 民生費 (項) ５. 国民健康保険費
-26-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.

(

予 防 費 1,137,6

款

64 54,607 1,

)

192,271 15,

 

756 1 38,850

４

24. 積 立 金 54,6

.

07 その他特定目的 地

 

域保健課一般事務費

衛生

基金積立金 新型コ

費

ロナウイルス感染症等

(項

対策推進基金費

)

54,607

 

コ

１

ロナ感染症健康観察者

.

支援

 

事業

保健

計 1,

衛

761,731 54,

生

607 1,816,3

費

38 15,756 1 38,850

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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３.農業振興費 31,075 31,075 26,200 △26,200 　 　 地

(

産地消普及促進事業

款)

計

 

87,729 87,7

５

29 26,200 △2

.

6,200

 産業経済費

(項) １. 農業費

(款) ５. 産業経済費 (項) １. 農業費
-28-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

商工総務費 375,2

款

61 375,261 2

)

69,737 △269

 

,737 　 　 令和３年

５

度臨時プレミアム付

. 

商品券事業

産業

松原市臨時がんばる飲

経

食店感

済

染症予防

費

対策事業

(

２.

項

商工振興費 332,3

)

06 22 332,32

 

8 28,576 22 △

２

28,576 24. 積

.

立 金 22 その他特定目

 

的 商業活性化事業等基

商

金費 22

工

基金積

費

立金 松原市臨時雇用促進事業

松原市臨時がんばる飲食店応

援事業

松原市臨時中小企業求人情報

発信支援事業

計 725,284 22 725,306 298,313 22 △298,313

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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５.排 水 路 111,449 111,449 3,600 △3,600 　

(

　 上田２丁目排水管改

款

修事業

)

整 備 費 阿

 

保１丁目排水管布設事

６

業

. 

計 877,724 8

土

77,724 3,60

木

0 △3,600

費

(項) ２. 道路橋りょう費

(款) ６. 土木費 (項) ２. 道路橋りょう費
-30-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

３.

(

公 園 費 202,926

款

3,754 206,6

)

80 4,300 644

 

△1,190 24. 積

６

立 金 3,754 その他

.

特定目的 公園維持補修

 

事業

土

基金積立金

木

（仮称）若林児童遊園

費

整備事

(

業

項)

緑化基金費 3,754

 ３.

計 384,254 3,

 

754 388,008

都

4,300 644 △1

市

,190

計画費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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１.下 水 道 1,450,000 300,000 1,750,000 300,000

(

18. 負担金、 △32

款

8,006 補助金 下水

)

道事業会計補助金

 ６

整 備 費 補助及び 30

.

0,000

 

交 付

土

金

木

23. 投資

費

及び 628,006 出

(

資金

項

出 資 金

) 

計 1

４

,450,000 30

.

0,000 1,750

 

,000 300,00

下

0

水道費

(款) ６. 土木費 (項) ４. 下水道費
-32-



一般財源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.常備

(

消防費 1,090,4

款

47 1,090,44

)

7 4,508 △4,5

 

08 　 　 常備消防活動

７

事業

.

４.災害

 

対策費 49,081 4

消

9,081 3,139

防

△3,139 　 　 災害

費

対策事業

(項

計 1,300

)

,689 1,300,

 

689 7,647 △7

１

,647

. 消防費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
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２.事 務 局 費 284,996 1 284,997 1 24. 積 立 金 1 その他特定目

(

的 奨学基金費 1

款)

基金積立金

 

３

８

.教育推進費 355,

.

896 355,896

 

2,320 △2,32

教

0 　 　 放課後学習等サ

育

ポート事業

費

(

計 646,

項

505 1 646,50

)

6 2,320 1 △2,

 

320

１. 教育総務費

(款) ８. 教育費 (項) １. 教育総務費
-34-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

３.

(

学校給食費 829,8

款

73 829,873 2

)

97,185 △297

 

,185 　 　 学校給食

８

業務事業

. 

計 1,150

教

,679 1,150,

育

679 297,185

費

△297,185

(項) ６. 保健体育費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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変更

期 間 金 額 期 間 金 額 国･府支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 千円 年 千円 年 千円 千円 千円 千円 千円

３年度 10,681 3 10,681 6,300 4,381

左 の 財 源 内 訳

支 出 予 定 額 特 定 財 源
一 般 財 源

妊産婦タクシー料金助成事業

事 項

令和３年度以降の

の支出（見込）額限 度 額

令和２年度末まで

債務負担行為で令和４年度以降にわたるものについての令和２年度末までの

支出額又は支出額の見込み及び令和３年度以降の支出予定額等に関する調書
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令 和 ３年 度中

補 正 前 の 額 補 正 額 元金償還見込額

19,169,290
千円

19,046,755
千円

926,700
千円

59,000
千円

1,490,413
千円

18,542,042
千円

社 会 福 祉 2,686,159 3,163,301 215,500 51,100 169,841 3,260,060

道 路 3,158,229 3,057,377 277,500 3,600 199,173 3,139,304

都 市 計 画 3,548,446 3,566,283 18,900 4,300 329,093 3,260,390

22,608,828 21,985,983 2,462,500 △760,400 2,472,259 21,215,824

臨 時 財 政 対 策 債 19,719,933 19,462,173 2,445,000 △760,400 1,665,847 19,480,926

41,778,118 41,032,738 3,389,200 △701,400 3,962,672 39,757,866合 計

（３）

（６）

（８）

（10）

２． そ　　　　 の　　　　 他

区 分

令 和 ３ 年 度 中 増 減 見 込 額 令和３年度末

現在高見込額
令和元年度末現在高 令和２年度末現在高 令和３年度中起債見込額

１． 普　　　　 通　　　　 債

地方債の令和元年度末及び令和２年度末における現在高
並びに令和３年度末における現在高の見込みに関する調書
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報告第３号 

 

 

令和３年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）専決処 

分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

 

 

 

令 和 ３ 年 度 
 

 
松 原 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

 

 

                     (第  ４  号) 
 

 



 

 

専決第 ３ 号 

 

 

令和３年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 

 

令和３年度松原市の国民健康保険特別会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」によ

る。   

 

 

        令 和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日 専 決 

 

 

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文 
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第 　

１. 他 会 計 繰 入 金 １

歳

，４７２，２１７ ６９

　

，４０８ １，５４１，

出

６２５

　

５. 諸 収 入

予

１，７００，８５６ △

　

６９，４０８ １，６３

算

１，４４８

　

３. 雑 入 １，６９

補

９，９９６ △６９，４

１ 　

０８ １，６３０，５８

正

８

歳 　

歳

　 入 　 　 合 　 　 計 １６

　

，４８４，６２８ １６

　

，４８４，６２８

入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

４. 繰 入 金

歳

１，４７２，２１７ ６

　

９，４０８ １，５４１

入

，６２５
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                      令 和 ３ 年 度 
 

 
松原市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書 

 

 

（第 ４ 号） 
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出

. 一 部 負 担 金 ２０ ２０

補

３. 府

正

支 出 金 １０，６６９，

予

１１５ １０，６６９，

算

１１５

事

４. 繰 入 金 １，４７２

項

，２１７ ６９，４０８

別

１，５４１，６２５

明

５. 諸 収

細

入 １，７００，８５６

書

△６９，４０８ １，６

１

３１，４４８

.

歳　　入　　合

　

　　計 １６，４８４，

総

６２８ １６，４８４，

　

６２８

   括

　 ( 歳　   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 国 民 健

歳

康 保 険 料 ２，６４２，

入

４２０ ２，６４２，４

歳

２０

２
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

257,075 257

(

,075

 

２.保 険 給 付

歳

費 10,448,99

　

8 10,448,99

 

8

 

国 民 健 康 保 険
３. 3

 

,874,124 3,

出

874,124
事 業 費

 

納 付 金

)

４.保 健 事 業 費

補

124,268 124

　

,268

　

５.公 債 費 9

正

,267 9,267

　

６

　

.諸 支 出 金 1,670

額

,896 1,670,

　

896

　

７.予 備 費 10

の

0,000 100,0

　

00

　

歳　　出　　合

財

　　計 16,484,

　

628 16,484,

　

628

源　　内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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１.一 般 会 計 1,4

２

72,217 69,4

.

08 1,541,62

　

5 １.一 般 会 計

歳

69,408

　

繰 入 金 繰

　

入 金

入

計 1,472,217 69,408 1,541,625

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ４. 繰入金

(項) １. 他会計繰入金
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896 △69,408 1,602,488 １.雑 入 △69,408

(款) ５. 諸収入

計 1,699,996 △69,408 1,630,588

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ５. 諸収入

(項) ３. 雑入

５.雑 入 1,671,

-8-



報告第４号 

 

 

令和３年度松原市下水道事業会計補正予算（第２号）専決処分の承 

認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



（ 第　　２　　号 ）

令和３年度　松原市下水道事業会計補正予算



（ 頁 ）

（予算に関する説明書）

（予算参考資料）

９

５

松原市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）令和３年度

･････････････････････････････････････････････

１１松原市下水道事業会計補正予算（第２号）説明書

令和３年度松原市下水道事業会計補正予算（第２号）

令和３年度会計書類に関する注記

令和３年度

･･･････････････････････････････････････令和３年度

･････････････････････････････････････････････････松原市下水道事業会計予定貸借対照表

･････････････････････････････････････････････････････････

目　　　　　　　次

１

２

３

令和３年度

（予算）

松原市下水道事業会計補正予算（第２号）実施計画 ･･･････････････････････････････････

･･････････････････････････



専決第４号

第２条　令和３年度松原市下水道事業会計予算(以下「予算」という)第３条に定めた収益的収入の予定額を次のとおり補正する。

千円 129,284 千円 3,719,784 千円

千円 △ 25,710 千円 2,687,676 千円

千円 127,710 千円 1,004,824 千円

千円 27,284 千円 27,284 千円

の予定額を次のとおり補正し、同条本文中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「１，４７３，０７６千円」

を「１，２７５，０７６千円」に、当年度分損益勘定留保資金「１，２４９，７０２千円」を「１，０５１，７０２千円」に改める。

千円 198,000 千円 3,061,400 千円

千円 △ 430,006 千円 0 千円

千円 628,006 千円 628,006 千円第６項 他 会 計 出 資 金 0

第２項 営 業 外 収 益 877,114

第３項 特 別 利 益 0

（ 計 ）

第１款　資 本 的 収 入

（ 補 正 予 定 額 ）　（科　　目）

（収益的収入及び支出）

（ 補 正 予 定 額 ） （ 計 ）

収 入

第１款　下 水 道 事 業 収 益 3,590,500

第１条　令和３年度松原市下水道事業会計の補正予算(第２号)は、次に定めるところによる。

　（科　　目） （ 既 決 予 定 額 ）

（資本的収入及び支出）

第３条　令和３年度松原市下水道事業会計補正予算(第１号)(以下「第１号補正予算」という。)第２条に定めた資本的収入及び支出

第１項 営 業 収 益 2,713,386

令和 ４ 年 ３ 月 ３１ 日　専決

2,863,400

430,006

松 原 市 長　　　澤　井　宏　文

他 会 計 補 助 金

令和３年度　松 原 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （第２号）

収 入

（ 既 決 予 定 額 ）

（総則）

第２項

1



収　　 　入

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 備 考

１．下水道事業収益 3,590,500 129,284 3,719,784

１．営 業 収 益 2,713,386 △ 25,710 2,687,676

２．雨水処理負担金 963,894 △ 25,710 938,184

２．営 業 外 収 益 877,114 127,710 1,004,824

２．他 会 計 補 助 金 56,100 127,710 183,810

３．特 別 利 益 0 27,284 27,284

１．過年度損益修正益 0 27,284 27,284

収　　 　入

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 備 考

１．資 本 的 収 入 2,863,400 198,000 3,061,400

２．他 会 計 補 助 金 430,006 △ 430,006 0

１．他 会 計 補 助 金 430,006 △ 430,006 0

６．他 会 計 出 資 金 0 628,006 628,006

１．他 会 計 出 資 金 0 628,006 628,006

目

款

令和３年度  松原市下水道事業会計補正予算（第２号）実施計画

資　本　的　収　入　及　び　支　出

（単位：千円） 

目項

収　益　的　収　入　及　び　支　出

（単位：千円） 

款 項

2



（単位：千円）

Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純損失（△） △ 94,786

減価償却費 2,425,646

資産減耗費 19,215

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,301

賞与引当金の増減額（△は減少） 494

法定福利費引当金の増減額（△は減少） 60

長期前受金戻入額 △ 802,909

受取利息 △ 4

支払利息及び企業債取扱諸費 556,053

未収金の増減額（△は増加） 92,715

未払金の増減額（△は減少） 1,467

その他流動負債の増減額（△は減少） △ 3,157

小計 2,198,095

利息の受取額 4

利息の支払額 △ 556,053

業務活動によるキャッシュ・フロー 1,642,046

令和３年度 松原市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和3年4月1日～令和4年3月31日）

3



Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出等 △ 491,787

無形固定資産の取得による支出等 △ 180,848

国庫補助金、負担金による収入等 88,475

一般会計からの繰入金による収入 0

基金繰入による支出 △ 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 584,161

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の収入 1,692,300

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 3,669,883

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 700,000

一時借入金の返済による支出 △ 421,928

一般会計からの出資金による収入等 879,560

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 819,951

Ⅳ 資金増減額（△は減少） 237,934

Ⅴ 資金期首残高 10

Ⅵ 資金期末残高 237,944

4



千円 千円 千円 千円

１．

（１）

イ 410,110

ロ 127,236

△ 19,059 108,177

ハ 59,459,391

△ 5,899,043 53,560,348

ニ 625,965

△ 219,304 406,661

ホ 290

△ 200 90

（２）

イ 7,571,845

7,571,845
                                 
無 形 固 定 資 産 合 計

有 形 固 定 資 産 合 計 54,485,386

無 形 固 定 資 産

施 設 利 用 権

工 具 器 具 及 び 備 品

減 価 償 却 累 計 額

建 物

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

令和３年度 松原市下水道事業会計予定貸借対照表

（令和 4 年 3 月 31 日）

資　　　産　　　の　　　部

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

土 地

5



千円 千円 千円 千円

（３）

イ 872
                                 

872
                                 

62,058,103
                                                            

２．

（１） 237,944

（２） 626,304

△ 12,572 613,732

851,676
                                                    

62,909,779

     
３．

（１）

イ

32,302,191
                                                    

32,302,191

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

負　　　債　　　の　　　部

固 定 負 債

企 業 債 合 計

建設改良費等の財源に

充 て る た め の 企 業 債

投 資 そ の 他 資 産

基 金

投 資 そ の 他 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

企 業 債

流 動 資 産

現 金 預 金

未 収 金

貸 倒 引 当 金

6



千円 千円 千円 千円

（２）

イ

1,700,000

1,700,000

34,002,191

４．

（１）

イ

3,451,922
                                                    

3,451,922

（２） 384,915

（３） 3,336

（４）

イ 6,347

ロ 1,329
                                                    

7,676

3,847,849

賞 与 引 当 金

法 定 福 利 費 引 当 金

流 動 負 債 合 計

未 払 金

預 り 金

引 当 金

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

建設改良費等の財源に

充 て る た め の 企 業 債

充てるための長期借入金

他 会 計 借 入 金

建設改良費等の財源に

他 会 計 借 入 金 合 計

企 業 債 合 計

引 当 金 合 計

7



千円 千円 千円 千円

５．

（１） 23,935,616

△ 2,421,443

21,514,173

59,364,213

     
６． 3,716,073

７．

（１）

イ 135,435

ロ 7,380

142,815

（２）

イ 313,322

△ 313,322
                               

△ 170,507
                                                  

3,545,566

62,909,779

                                                            

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

利 益 剰 余 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

利 益 剰 余 金 合 計

収 益 化 累 計 額

国 庫 補 助 金

受 贈 財 産 評 価 額

剰 余 金

資 本 剰 余 金

繰 延 収 益 合 計

負 債 合 計

資　　　本　　　の　　　部

資 本 金

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

8



令和３年度　会計書類に関する注記
Ⅰ．重要な会計方針

１．固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産

イ．減価償却の方法
定額法

ロ．主な耐用年数
建物 １５～５０年
構築物 ５０年
機械及び装置 ６～５０年
工具器具及び備品 １５～２０年

（２）無形固定資産
イ．減価償却の方法

定額法
ロ．主な耐用年数

施設利用権 ４５～５０年
２．引当金の計上方法

（１）退職給付引当金
　職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため退職給付引当金は計上していない。

（２）賞与引当金
　職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担
に属する額を計上している。

（３）法定福利費引当金
　職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当事業年度末における支払見込額に基づき、
当事業年度の負担に属する額を計上している。

（４）貸倒引当金
　債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により、回収不能見込額を計上している。

３．重要なリース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

9



４．消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

Ⅱ．セグメント情報
報告セグメントが単一のため、記載を省略している。

Ⅲ．リース契約により使用する固定資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額
１年内　　　　１，６１３千円
１年超　 ５，０８８千円

６，７０１千円

Ⅳ．その他
１．賞与引当金の取崩し

  当事業年度において、期末・勤勉手当の支給に充てるため、賞与引当金６，３６４千円を取り崩すこととする。
２．法定福利費引当金の取崩し

  当事業年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費の支給に充てるため、法定福利費引当金１，３７５千円を取り崩
すこととする。

計
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金 額

１． 3,590,500 129,284 3,719,784

１．営 業 収 益 2,713,386 △ 25,710 2,687,676

２．雨水処理負担金 963,894 △ 25,710 938,184 １．
雨 水 処 理
負 担 金

△ 25,710

２．営 業 外 収 益 877,114 127,710 1,004,824

２．他会計補助金 56,100 127,710 183,810 １．他会計補助金 127,710

３．特 別 利 益 0 27,284 27,284

１．過年度損益修正益 0 27,284 27,284 １．
過 年 度 損 益
修 正 益

27,284

金 額

１． 2,863,400 198,000 3,061,400

２．他会計補助金 430,006 △ 430,006 0

１．他会計補助金 430,006 △ 430,006 0 １．他会計補助金 △ 430,006

６．他会計出資金 0 628,006 628,006

１．他会計出資金 0 628,006 628,006 １．他会計出資金 628,006

（単位：千円）

既決予定額
節

目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　 　　　　入　

款 項

款 項

雨水処理負担金

下水道事業収益

説 明
区 分

説 明

予　　算　　参　　考　　資　　料

令和３年度　松原市下水道事業会計補正予算（第２号）説明書

既決予定額 補正予定額 計
節

計

目

補正予定額

収　益　的　収　入　及　び　支　出

一般会計出資金

一般会計補助金

流域下水道事業負担金精算金

資　本　的　収　入　及　び　支　出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　収　　　　 　　　　入　 （単位：千円）

一般会計補助金

資 本 的 収 入

区 分
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報告第５号 

 

 

松原市市税条例等の一部を改正する条例（令和４年条例第１２号） 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



専決第５号 

 

 

松原市市税条例等の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市市税条例等の一部を改正する条例制定を地方自治法第１７９条第１項の 

 

規定により専決する。 

 

 

 

 

令和４年３月３１日専決 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



１ 

松原市条例第１２号 

 

松原市市税条例等の一部を改正する条例 

 

（松原市市税条例の一部改正） 

第１条 松原市市税条例（平成２１年条例第３６号）の一部を次のように改正す

る。 

第１８条の４中「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定する当該証明書

に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加える。 

第３３条第４項を次のように改める。 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定

申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める

事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所得の金額については、適

用しない。 

第３３条第６項を次のように改める。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第３６条の３第１項に規定する確定

申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行

規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については、適用しない。 

第３４条の９第１項中「特定配当等申告書」及び「特定株式等譲渡所得金額

申告書」を「確定申告書」に改め、同条第２項中「申告書に係る年度分の個人

の府民税」を「確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の府

民税」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「所得税法第２条第１項第３３号の４に規定

する源泉控除対象配偶者」を「所得割の納税義務者（前年の合計所得金額が 

９，０００，０００円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第

１０号の２に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が 

９５０，０００円以下であるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないも

の」に改め、同条第２項中「第２条第４項ただし書」を「第２条第３項ただし

書」に改める。 

第３６条の３第２項中「附記された事項」を「付記された事項」に改め、同

条第３項中「附記し」を「付記し」に改める。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め、同条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に

次の１号を加える。 

（２） 所得割の納税義務者（合計所得金額が１０，０００，０００円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第３１３条

第３項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給

与の支払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当す

るものを除き、合計所得金額が１，３３０，０００円以下であるもの

に限る。次条第１項において同じ。）の氏名 



２ 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族申告書」を「扶養親族等申告書」に

改め、同条第１項中「あって、」の次に「特定配偶者（所得割の納税義務者

（合計所得金額が９，０００，０００円以下であるものに限る。）の自己と生

計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計所得金額が

９５０，０００円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）

又は」を、「控除対象扶養親族」の次に「であって退職手当等に係る所得を有

しない者」を加え、同項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号

の次に次の１号を加える。 

（２） 特定配偶者の氏名 

第４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」 

に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１

条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

第７３条の３中「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置

を講じたものを含む。）」を、「交付」の次に「（法第３８２条の４に規定す

る当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の」を加

える。 

附則第７条の３の２第１項中「令和１５年度」を「令和２０年度」に、「令

和３年」を「令和７年」に改める。 

附則第１０条の２第３項中「附則第１５条第１６項」を「附則第１５条第 

１５項」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２３項」を「附則第１５条第

２２項」に改め、同条第５項中「附則第１５条第２４項第１号」を「附則第 

１５条第２３項第１号」に改め、同条第６項中「附則第１５条第２４項第２号」 

を「附則第１５条第２３項第２号」に改め、同条第７項中「附則第１５条第２

４項第３号」を「附則第１５条第２３項第３号」に改め、同条第８項中「附則

第１５条第２５項第１号」を「附則第１５条第２４項第１号」に改め、同条第

９項中「附則第１５条第２５項第２号」を「附則第１５条第２４項第２号」に

改め、同条第１０項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１５条第

２６項第１号イ」に改め、同条第１１項中「附則第１５条第２７項第１号ロ」

を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条

第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第１３

項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」

に改め、同条第１４項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条 

第２６項第２号イ」に改め、同条第１５項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」 

を「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第１６項中「附則第１５条

第２７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１７

項中「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」

に改め、同条第１８項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条 

第２６項第３号ロ」に改め、同条第１９項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」 

を「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第２０項中「附則第１５条

第３０項」を「附則第１５条第２９項」に改め、同条第２１項中「附則第１５



３ 

条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第２２項中「附則第 

１５条第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同条第２３項中「附則

第１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同条第２４項中「附

則第１５条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改め、同条中第２６項を

第２７項とし、第２５項を第２６項とし、第２４項の次に次の１項を加える。 

２５ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分

の３とする。 

附則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住

宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中

「特定熱損失防止改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、 

「特定熱損失防止改修住宅専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」

に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１２条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附則第１６条の３第２項を次のように改める。 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場 

株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。） 

に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得

税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第１項の規定

の適用を受けた場合に限り適用する。 

附則第１７条の２第３項中「、第３７条の８又は第３７条の９」を「又は第

３７条の８」に改める。 

附則第２０条の２第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

 附則第２０条の３第４項を次のように改める。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係

る第３６条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受け

ようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

附則第２０条の３第６項中「年の翌年の４月１日の属する年度分の」を「年

分の所得税に係る」に、「条約適用配当等申告書にこの項」を「確定申告書に

この項」に改め、「（条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについ

てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）」を削る。 

附則第２５条中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」とい

う。」を削る。 

附則第２６条を削る。 

（松原市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 松原市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年条例第１１号）の一

部を次のように改正する。 



４ 

第１条のうち松原市市税条例第３６条の３の３第１項の改正規定中「控除対

象扶養親族を除く」を「年齢１６歳未満の者」を「扶養親族（」の次に「年齢

１６歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者」に改める。 

附則第２条第３項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第２４条第

２項及び第３６条の３の３第１項並びに附則第５条第１項の規定」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第１条中松原市市税条例第３６条の３の２の見出し及び同条第１項並 

  びに第３６条の３の３の見出し及び同条第１項の改正規定並びに同条例 

附則第７条の３の２第１項、第１７条の２第３項及び第２５条の改正規

定並びに同条例附則第２６条を削る改正規定並びに第２条（次号に掲げ

る改正規定を除く。）の規定並びに附則第３条第１項及び第２項の規定 

 令和５年１月１日 

（２） 第１条中松原市市税条例第３３条第４項及び第６項、第３４条の９第

１項及び第２項、第３６条の２第１項ただし書及び第２項並びに第３６

条の３第２項及び第３項の改正規定並びに同条例附則第１６条の３第２

項、第２０条の２第４項並びに第２０条の３第４項及び第６項の改正規

定並びに第２条（松原市市税条例等の一部を改正する条例（令和３年条

例第１１号）附則第２条第３項の改正規定に限る。）の規定並びに附則

第３条第３項の規定 令和６年１月１日 

（３） 第１条中松原市市税条例第１８条の４の改正規定及び同条例第７３条

の３の改正規定（「事項の証明書」の次に「（同条ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）」を加える部分を除く。）並びに次条並

びに附則第４条第３項の規定 令和６年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第３号に掲げる規定による改正後の松原市市税条例第１８条の４ 

（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３８２条の４に係る部分に限る。） 

の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第２０条の１０の規

定による証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の松原市市税条例（以下「新条例」という。） 

第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日

（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受ける

べき第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出する同項及び同条第

２項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１

条の規定による改正前の松原市市税条例（次項において「旧条例」という。）

第３６条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項

に規定する申告書については、なお従前の例による。 



５ 

２ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべ

き所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項に

おいて「公的年金等」という。）について提出する新条例第３６条の３の３第

１項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的

年金等について提出した旧条例第３６条の３の３第１項に規定する申告書につ

いては、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の松原市市税条例の規定中個人

の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適

用し、令和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第４条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分

は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分まで

の固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法等

の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前の地

方税法附則第１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税

については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の松原市市税条例第７３条の３

（地方税法第３８２条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定

の施行の日以後にされる同法第３８２条の３の規定による証明書（同条ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について適用する。 



報告第６号 

 

 

松原市都市計画税条例の一部を改正する条例（令和４年条例第１３ 

号）専決処分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



専決第６号 

 

 

松原市都市計画税条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

 松原市都市計画税条例（平成２１年条例第３８号）の一部を改正する条例制定 

 

を地方自治法第１７９条第１項の規定により専決する。 

 

 

 

 

令和４年３月３１日専決 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

１ 

 

松原市条例第１３号 

 

松原市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

 松原市都市計画税条例（平成２１年条例第３８号）の一部を次のように改正す

る。 

附則第２項（見出しを含む。）中「附則第１５条第１６項」を「附則第１５条

第１５項」に改める。 

附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条

第３３項」に改める。 

附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条

第３４項」に改める。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条

第３９項」に改める。 

附則第１８項中「第１５項から第１９項まで、第２１項、第２２項、第２６項、

第２９項、第３３項から第３５項まで、第３７項から第３９項まで、第４２項若

しくは第４３項」を「第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、第２５

項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４４

項」に改め、同項を附則第１９項とする。 

附則第１７項中「附則第７項及び第９項」を「附則第８項及び第１０項」に、

「附則第７項及び第１０項」を「附則第８項及び第１１項」に、「第１０項及び

第１１項」を「第９項、第１１項及び第１２項」に、「附則第１０項から第１２

項まで」を「附則第１１項から第１３項まで」に、「附則第１２項の「農地」を

「附則第１３項の「農地」に、「附則第１２項の「前年度分の」を「同項の「前

年度分の」に、「附則第１３項から第１５項まで」を「附則第１４項から第１６

項まで」に、「附則第１４項」を「附則第１５項」に改め、同項を附則第１８項

とする。 

附則第１６項を附則第１７項とし、附則第１２項から第１５項までを１項ずつ

繰り下げる。 

附則第１１項の２を附則第１２項の２とする。 

附則第１１項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１２項

とする。 

附則第１０項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１１項

とする。 

附則第９項中「附則第７項」を「附則第８項」に改め、同項を附則第１０項と

する。 

附則第８項を附則第９項とする。 

附則第７項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年度分の都市

計画税にあっては、１００分の２．５）」を加え、同項を附則第８項とする。 

附則第６項を附則第７項とし、附則第５項の次に次の１項を加える。 



 

２ 

 

（法附則第１５条第４４項の条例で定める割合） 

６ 法附則第１５条第４４項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３

とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の松原市都市計画税条例の規定は、令和４年度以後の

年度分の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税について

は、なお従前の例による。 



報告第７号 

 

 

令和４年度松原市一般会計補正予算（第１号）専決処分の承認を求 

めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 
 

令 和 ４ 年 度 
 
 
 

松原市一般会計補正予算 
 
 
 

（第１号） 



専決第 ７ 号 

 

令和４年度松原市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和４年度松原市の一般会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３０，１５１千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５,０９０,１５１千円 

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 専 決 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

２. 国 庫

歳

補 助 金 １，０１６，１

　

５６ ２７，８６８ １，

出

０４４，０２４

　

1

予

9. 諸 収 入 ２７６，８

　

４９ ２，２８３ ２７９

算

，１３２

　

５. 雑 入 ２１４，７

補

９５ ２，２８３ ２１７

１ 　

，０７８

正

歳 　 　 入 　 　 合 　 　

歳

計 ４５，０６０，００

　

０ ３０，１５１ ４５，

　

０９０，１５１

入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

14. 国 庫

歳

支 出 金 １０，９４８，

　

５６４ ２７，８６８ １

入

０，９７６，４３２
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歳　

８６８ ９，２０３，７３６

２

款

. 児 童 福 祉 費 ７，９１

項

８，５４３ ２，２８３

補

７，９２０，８２６

　

歳 　 　 出

正

　 　 合 　 　 計 ４５，０

　

６０，０００ ３０，１

前

５１ ４５，０９０，１

　

５１

　

の　額 補　 正　 額

出

計

千円 千円 千円

３. 民 生 費 ２４，８８２，７８１ ３０，１５１ ２４，９１２，９３２

１. 社 会 福 祉 費 ９，１７５，８６８ ２７，
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令 和 ４ 年 度

～

令 和 ６ 年 度

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事 項 期 間 限 度 額

妊産婦タクシー料金助成 ８，９８６千円

-4-



-5-



 
令 和 ４ 年 度 

 
 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 
 
 

（ 第 １ 号 ） 
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出

譲 与 税 １９０，０００

補

１９０，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 １５，０００ １５

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 ９

項

９，０００ ９９，００

別

０

５.

明

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

細

金 ９５，０００ ９５，

書

０００

１

６. 法 人 事 業 税 交 付 金

.

２０７，０００ ２０７

　

，０００

総

７. 地 方 消 費 税 交 付

　

金 ２，５９０，０００

 

２，５９０，０００

 

８. 環 境

 

性 能 割 交 付 金 ３７，０

括

００ ３７，０００

　

９. 地 方 特

 

例 交 付 金 １００，５０

(

０ １００，５００

 

10. 地 方

歳

交 付 税 ８，６８８，０

　

００ ８，６８８，００

 

０

11

 

. 交 通 安 全 対 策 特 別 交

 

付 金 １９，０００ １９

入

，０００

 

12. 分 担 金 及 び 負

)

担 金 ２３２，１６８ ２

款

３２，１６８

補

13. 使 用 料 及

正

び 手 数 料 ５０６，６７

前

０ ５０６，６７０

の

14. 国 庫

額

支 出 金 １０，９４８，

補

５６４ ２７，８６８ １

正

０，９７６，４３２

額

15. 府

計

支 出 金 ４，００３，５５２ ４，００３，５５２

16. 財 産 収 入 ３４７，５５９ ３４７，５５９

17. 寄 附 金 １００，３４２ １００，３４２

千

18. 繰 入 金 ６

円

９５，７６４ ６９５，

千

７６４

円 千円

１. 市 税 １

歳

４，３６５，２３２ １

入

４，３６５，２３２

歳

２. 地 方
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前

　計 ４５，０６０，０

の

００ ３０，１５１ ４５

額

，０９０，１５１

補 正 額 計

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ２７６，８４９ ２，２８３ ２７９，１３２

20. 市 債 １，５

款

４２，８００ １，５４

補

２，８００

正

歳　　入　　合　
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

335,040 335

(

,040

 

２.総 務 費 3

歳

,731,984 3,

　

731,984

 

３.民

 

生 費 24,882,7

 

81 30,151 24

出

,912,932 27

 

,868 2,283

)

４

補

.衛 生 費 2,957,

　

771 2,957,7

　

71

正

５.産 業 経 済 費 1

　

,024,490 1,

　

024,490

額

６.土

　

木 費 2,900,22

　

6 2,900,226

の　

７.消 防 費 1,337

　

,699 1,337,

財

699

　

８.教 育 費 3,

　

832,316 3,8

源

32,316

　

９.公 債

　

費 3,982,693

内

3,982,693

　

1

　

0.予 備 費 75,00

訳

0 75,000

款

歳　

補

　出　　合　　計 45

 

,060,000 30

正

,151 45,090

 

,151 27,868

前

2,283

 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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２.民 生 費 38

２

6,122 27,86

.

8 413,990

　

１.社 会 福 祉 費 27

歳

,868 新型コロナウ

　

イルス感染症生活困窮

　

者自立支援金給付事業

入

国 庫 補 助 金 補 助 金

(款) 14. 国庫支出金

計 1,016,156 27,868 1,044,024

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金
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72 2,283 217,055 １.雑 入 2,283 雑入

計 214,795 2,283 217,078

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 214,7
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区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

(款) ３. 民生費 (項) １. 社会福祉費

１.社会福祉 733,075 27,868 760,943

３

27,868 10. 需

.

用 費 7 消耗品費 新型コ

　

ロナウイルス感染症生

歳　

総 務 費 11.

　

役 務 費 1,676 通信

出

運搬費 36 活困窮者自

(

立支援金給付事業

款)

手数料 1,640 2

 

7,868

３

1

.

3. 使用料及び 5

 民

賃 借 料

生

19

費

. 扶 助 費 26,180

(項)

計 9,175,868

 

27,868 9,20

１

3,736 27,86

.

8

 社会福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源
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　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

児 童 福 祉 399,73

款

7 2,283 402,

)

020 2,283 10

 

. 需 用 費 358 消耗品

３

費 15 子ども・子育て

.

応援事業

 

総 務 費

民

印刷製本費 343 2,

生

283

費

11.

(

役 務 費 111 通信運搬

項

費

)

19. 扶 助

 

費 1,814

２.

計 7,9

 

18,543 2,28

児

3 7,920,826

童

2,283

福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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期 間 金 額 期 間 金 額 国･府支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 千円 年 千円 年 千円 千円 千円 千円 千円

４年度 8,986 3 8,986 8,986

左 の 財 源 内 訳

支 出 予 定 額 特 定 財 源
一 般 財 源

妊産婦タクシー料金助成

事 項

令和４年度以降の

の支出（見込）額限 度 額

令和３年度末まで

債務負担行為で令和５年度以降にわたるものについての令和３年度末までの

支出額又は支出額の見込み及び令和４年度以降の支出予定額等に関する調書
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報告第８号 

 

 

令和４年度松原市一般会計補正予算（第２号）専決処分の承認を求 

めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 
 

令 和 ４ 年 度 
 
 
 

松原市一般会計補正予算 
 
 
 

（第２号） 



専決第 ８ 号 

 

令和４年度松原市一般会計補正予算（第２号） 

 

令和４年度松原市の一般会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２０，２４７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５,６１０,３９８千円 

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ５ 月 ２５ 日 専 決 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

２. 国

歳

庫 補 助 金 １，０４４，

　

０２４ ５２０，２４７

出

１，５６４，２７１

　

歳 　 　 入

予

　 　 合 　 　 計 ４５，０

　

９０，１５１ ５２０，

算

２４７ ４５，６１０，

　

３９８

補１ 　正

歳　　入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

14. 国 庫

歳

支 出 金 １０，９７６，

　

４３２ ５２０，２４７

入

１１，４９６，６７９
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歳　

４，５６１ ９，５０８，２９７

款

２. 児 童 福 祉 費 ７，

項

９２０，８２６ ２１５

補

，６８６ ８，１３６，

　

５１２

正

歳 　 　 出 　 　 合 　 　 計

　

４５，０９０，１５１

前

５２０，２４７ ４５，

　

６１０，３９８

　

の　額 補　 正　 額

出

計

千円 千円 千円

３. 民 生 費 ２４，９１２，９３２ ５２０，２４７ ２５，４３３，１７９

１. 社 会 福 祉 費 ９，２０３，７３６ ３０
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令 和 ４ 年 度 

 
 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 
 
 

（ 第 ２ 号 ） 
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出

譲 与 税 １９０，０００

補

１９０，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 １５，０００ １５

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 ９

項

９，０００ ９９，００

別

０

５.

明

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

細

金 ９５，０００ ９５，

書

０００

１

６. 法 人 事 業 税 交 付 金

.

２０７，０００ ２０７

　

，０００

総

７. 地 方 消 費 税 交 付

　

金 ２，５９０，０００

 

２，５９０，０００

 

８. 環 境

 

性 能 割 交 付 金 ３７，０

括

００ ３７，０００

　

９. 地 方 特

 

例 交 付 金 １００，５０

(

０ １００，５００

 

10. 地 方

歳

交 付 税 ８，６８８，０

　

００ ８，６８８，００

 

０

11

 

. 交 通 安 全 対 策 特 別 交

 

付 金 １９，０００ １９

入

，０００

 

12. 分 担 金 及 び 負

)

担 金 ２３２，１６８ ２

款

３２，１６８

補

13. 使 用 料 及

正

び 手 数 料 ５０６，６７

前

０ ５０６，６７０

の

14. 国 庫

額

支 出 金 １０，９７６，

補

４３２ ５２０，２４７

正

１１，４９６，６７９

額

15.

計

府 支 出 金 ４，００３，５５２ ４，００３，５５２

16. 財 産 収 入 ３４７，５５９ ３４７，５５９

17. 寄 附 金 １００，３４２ １００，３４２

千

18. 繰 入 金

円

６９５，７６４ ６９５

千

，７６４

円 千円

１. 市 税 １

歳

４，３６５，２３２ １

入

４，３６５，２３２

歳

２. 地 方
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前

０９０，１５１ ５２０

の

，２４７ ４５，６１０

額

，３９８

補 正 額 計

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ２７９，１３２ ２７９，１３２

20. 市 債 １，５４２，８０

款

０ １，５４２，８００

補

歳　　

正

入　　合　　計 ４５，
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府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

335,040 335

(

,040

 

２.総 務 費 3

歳

,731,984 3,

　

731,984

 

３.民

 

生 費 24,912,9

 

32 520,247 2

出

5,433,179 5

 

20,247

)

４.衛 生

補

費 2,957,771

　

2,957,771

　

５

正

.産 業 経 済 費 1,02

　

4,490 1,024

　

,490

額

６.土 木 費 2

　

,900,226 2,

　

900,226

の

７.消

　

防 費 1,337,69

　

9 1,337,699

財　

８.教 育 費 3,832

　

,316 3,832,

源

316

　

９.公 債 費 3,

　

982,693 3,9

内

82,693

　

10.予

　

備 費 75,000 75

訳

,000

款

歳　　出　

補

　合　　計 45,09

 

0,151 520,2

正

47 45,610,3

 

98 520,247

前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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２.民 生 費 41

２

3,990 520,2

.

47 934,237

　

１.社 会 福 祉 費 3

歳

04,561 住民税非

　

課税世帯等に対する臨

　

時特別給付金給付事業

入

国 庫 補 助 金 補 助 金

２.児 童 福 祉 費 97,694 子育て世帯生活支援特別給付金（その他世帯分）支給事業

補 助 金

３.母 子 福 祉 費 117,992 子育て世帯生活支援特別給

目

付金（ひとり親世帯分

補

）支給事業

正

補 助 金

前

(款) 14. 国庫

の

支出金

額

計 1,04

補

4,024 520,2

　

47 1,564,27

正

1

　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金

-8-



区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.社会福祉 760,943 304,561 1,065,504 304,561 10. 需 用 費 165 印刷製

３

本費 住民税非課税世帯

.

等に対する

　

総

歳

務 費 11. 役 務 費 5,

　

826 通信運搬費 48

　

9 臨時特別給付金給付

出

事業

(

手数料 5,

款

337 304,561

) 

12. 委 託 料

３

9,570 その他委託

.

料

 

19. 扶 助

民

費 289,000

生費

計 9

(

,203,736 30

項

4,561 9,508

)

,297 304,56

 

1

１. 社会福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源

-9-



２.児童福祉費 5,308,741 97,694 5,406,435 97,6

(

94 10. 需 用 費 48

款

消耗品費 9 子育て世帯

)

生活支援特別給付

 ３

印刷製本費 39 金（

.

その他世帯分）支給事

 

業

民

11. 役 務

生

費 196 通信運搬費 8

費

1 97,694

(項

手数料 115

) 

12. 委 託 料 5,50

２

0 その他委託料

. 

19. 扶 助 費 91,

児

950

童

３.母

福

子福祉費 672,03

祉

1 117,992 79

費

0,023 117,9

(

92 10. 需 用 費 89

款

消耗品費 12 子育て世

)

帯生活支援特別給付

 ３

印刷製本費 77 金

.

（ひとり親世帯分）支

 

給事

民

11. 役

生

務 費 303 通信運搬費

費

137 業 117,99

(

2

項

手数料 166

) 

12. 委 託 料

２

5,500 その他委託

.

料

 

19. 扶 助

児

費 112,100

童福

計 7

祉

,920,826 21

費

5,686 8,136,512 215,686
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報告第９号 

 

 

令和４年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）専決処 

分の承認を求めることについて 

 

 

地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、 

 

同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

 

  令和４年６月７日提出 

 

             

 

松原市長  澤  井  宏  文 



 

 

 

 

令 和 ４ 年 度 
 

 
松 原 市 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 

 

 

                     (第  １  号) 
 

 



 

 

専決第 ９ 号 

 

 

令和４年度松原市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 

 

令和４年度松原市の国民健康保険特別会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,３７５,０００千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５,８７９,７８６千円

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

         令和 ４ 年 ５ 月 ３１ 日 専決 

 

                                                                           松 原 市 長  澤 井 宏 文 
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第 　

３. 雑 入 ３９，８０

歳

４ １，３７５，０００

　

１，４１４，８０４

出

歳 　 　 入

　

　 　 合 　 　 計 １４，５

予

０４，７８６ １，３７

　

５，０００ １５，８７

算

９，７８６

　補１ 　正

歳　　入

 

款 項 補　正　

表

前　の　額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

５. 諸 収 入

歳

４０，６６４ １，３７

　

５，０００ １，４１５

入

，６６４
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歳　

５，０００

歳 　 　 出 　 　 合 　

款

　 計 １４，５０４，７

項

８６ １，３７５，００

補

０ １５，８７９，７８

　

６

正　前　

　

の　額 補　 正　 額

出

計

千円 千円 千円

６. 諸 支 出 金 ２０，９６７ １，３７５，０００ １，３９５，９６７

２. 繰 上 充 用 金 １，３７５，０００ １，３７
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                      令 和 ４ 年 度 
 

 
松原市国民健康保険特別会計補正予算に関する説明書 

 

 

（第 １ 号） 
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出

. 一 部 負 担 金 １０ １０

補

３. 府

正

支 出 金 １０，３８２，

予

１７１ １０，３８２，

算

１７１

事

４. 繰 入 金 １，４７５

項

，７４８ １，４７５，

別

７４８

明

５. 諸 収 入 ４０，６６

細

４ １，３７５，０００

書

１，４１５，６６４

１

歳　　入

.

　　合　　計 １４，５

　

０４，７８６ １，３７

総

５，０００ １５，８７

　

９，７８６

   括

　 ( 歳　   入 )

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

１. 国 民 健

歳

康 保 険 料 ２，６０６，

入

１９３ ２，６０６，１

歳

９３

２

-5-



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.総 務 費

 

254,292 254

(

,292

 

２.保 険 給 付

歳

費 10,154,76

　

0 10,154,76

 

0

 

国 民 健 康 保 険
３. 3

 

,841,856 3,

出

841,856
事 業 費

 

納 付 金

)

４.保 健 事 業 費

補

124,244 124

　

,244

　

５.公 債 費 8

正

,667 8,667

　

６

　

.諸 支 出 金 20,96

額

7 1,375,000

　

1,395,967 1

　

,375,000

の

７.

　

予 備 費 100,000

　

100,000

財

歳　

　

　出　　合　　計 14

　

,504,786 1,

源

375,000 15,

　

879,786 1,3

　

75,000

内　　訳

款 補 正 前 の 額 補　　正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 
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入 13,704 1,3

２

75,000 1,38

.

8,704 １.

　

雑 入 1,375,00

歳

0

　

計 39,804

　

1,375,000 1

入

,414,804

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) ５. 諸収入

(項) ３. 雑入

５.雑

-7-



源 区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.繰上充用金 1,375,000 1,375,000 1,375,000 21. 補 償 、 1,375,0

３

00 補填金 前年度繰上

.

充用金 1,375,0

　

00

歳

補填及び

　　

賠 償 金

出

(

計 1,37

款

5,000 1,375

)

,000 1,375,

 

000

６. 諸支出金

(項) ２. 繰上充用金

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財

-8-



 
 

令 和 ４ 年 度 
 
 
 

松原市一般会計補正予算 
 
 
 

（第３号） 



議案第 ３４ 号 

 

令和４年度松原市一般会計補正予算（第３号） 

 

令和４年度松原市の一般会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４０，１７４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４６,４５０,５７２千円 

とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

 

令 和 ４ 年 ６ 月 ７ 日 提 出 

 

松 原 市 長 澤 井 宏 文 
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第 　

１. 国

歳

庫 負 担 金 ９，９０２，

　

５８１ １１１，７３１

出

１０，０１４，３１２

　

２. 国

予

庫 補 助 金 １，５６４，

　

２７１ ３１３，８８０

算

１，８７８，１５１

　補

17. 寄 附 金 １００

１ 　

，３４２ １，６２８ １

正

０１，９７０

歳

１. 寄 附 金 １０

　

０，３４２ １，６２８

　

１０１，９７０

入

19. 諸 収 入 ２７９，１３２ ４０６，７３５ ６８５，８６７

５. 雑 入 ２１７

 

，０７８ ４０６，７３５ ６２３，８１３

20. 市 債 １，５４２

款

，８００ ６，２００ １

項

，５４９，０００

補

１. 市 債 １

　

，５４２，８００ ６，

正

２００ １，５４９，０

　

００

歳

表

前

　 　 入 　 　 合 　 　 計 ４

　

５，６１０，３９８ ８

の

４０，１７４ ４６，４

　

５０，５７２

額 補　 正　

　

 額 計

千円 千円 千円

　

14. 国 庫

歳

支 出 金 １１，４９６，

　

６７９ ４２５，６１１

入

１１，９２２，２９０
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歳　

，６７６，９４３

款

３. 民 生 費 ２５，４３

項

３，１７９ ３４４，９

補

３０ ２５，７７８，１

　

０９

１

正

. 社 会 福 祉 費 ９，５０

　

８，２９７ ３４０，４

前

８０ ９，８４８，７７

　

７

２.

　

の

児 童 福 祉 費 ８，１３６

　

，５１２ ４，４５０ ８

額

，１４０，９６２

補　

４. 衛 生 費 ２，９５７

 

，７７１ ４１９，７６

正

１ ３，３７７，５３２

　

１. 保

 

健 衛 生 費 １，０４１，

額

２６２ ４１９，７６１

出

計

１，４６１，０２３

千円

５. 産 業 経 済 費 １，

千

０２４，４９０ ６７，

円

２０３ １，０９１，６

千

９３

２

円

. 商 工 費 ９１４，１３８ ６７，２０３ ９８１，３４１

６. 土 木 費 ２，９００，２２６ ６，２００ ２，９０６，４２６

２

３. 都 市 計 画 費 ４０

.

７，９６１ ６，２００

総

４１４，１６１

務

８

費

. 教 育 費 ３，８３２，

３

３１６ ４５２ ３，８３

，

２，７６８

７

６. 保 健 体 育 費 １

３

，２０４，３８５ ４５

１

２ １，２０４，８３７

，

歳 　 　

９

出 　 　 合 　 　 計 ４５，

８

６１０，３９８ ８４０

４

，１７４ ４６，４５０

１

，５７２

，６２８ ３，７３３，６１２

１. 総 務 管 理 費 ２，６７５，３１５ １，６２８ ２
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令 和 ４ 年 度

～

令 和 ９ 年 度

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為 補 正

事 項 期 間 限 度 額

（仮称）新スケートボードパーク指定管理料 ７４，６６０千円
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限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 借 入 先 起債の方法 利 率 償還の方法

千円 千円

年10％
以　内

（但し、利率見直し方式
で借入れる政府資金、地
方公共団体金融機構資
金、ゆうちょ銀行資金及
びかんぽ生命保険資金に
ついて利率の見直しを
行った後においては、当
該見直し後の利率）

同　左 同　左 同　左 同　左

第 ３ 表　　地 方 債 補 正

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

公園整備事業 3,000

政  府

銀  行

その他

普通貸借

又は

証券発行

25年以内（内据置５年以内）
年賦又は半年賦の元金均等又
は元利均等償還とする。ただ
し財政の状況により償還年限
を短縮し、繰上償還をし、又
は借換えることができる。

9,200
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令 和 ４ 年 度 

 
 

松原市一般会計補正予算に関する説明書 
 
 

（ 第 ３ 号 ） 
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出

譲 与 税 １９０，０００

補

１９０，０００

正

３. 利 子 割 交

予

付 金 １５，０００ １５

算

，０００

事

４. 配 当 割 交 付 金 ９

項

９，０００ ９９，００

別

０

５.

明

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付

細

金 ９５，０００ ９５，

書

０００

１

６. 法 人 事 業 税 交 付 金

.

２０７，０００ ２０７

　

，０００

総

７. 地 方 消 費 税 交 付

　

金 ２，５９０，０００

 

２，５９０，０００

 

８. 環 境

 

性 能 割 交 付 金 ３７，０

括

００ ３７，０００

　

９. 地 方 特

 

例 交 付 金 １００，５０

(

０ １００，５００

 

10. 地 方

歳

交 付 税 ８，６８８，０

　

００ ８，６８８，００

 

０

11

 

. 交 通 安 全 対 策 特 別 交

 

付 金 １９，０００ １９

入

，０００

 

12. 分 担 金 及 び 負

)

担 金 ２３２，１６８ ２

款

３２，１６８

補

13. 使 用 料 及

正

び 手 数 料 ５０６，６７

前

０ ５０６，６７０

の

14. 国 庫

額

支 出 金 １１，４９６，

補

６７９ ４２５，６１１

正

１１，９２２，２９０

額

15.

計

府 支 出 金 ４，００３，５５２ ４，００３，５５２

16. 財 産 収 入 ３４７，５５９ ３４７，５５９

17. 寄 附 金 １００，３４２ １，６２８ １０１，９

千

７０

1

円

8. 繰 入 金 ６９５，７

千

６４ ６９５，７６４

円 千円

１. 市 税 １

歳

４，３６５，２３２ １

入

４，３６５，２３２

歳

２. 地 方

-7-



前

　　入　　合　　計 ４

の

５，６１０，３９８ ８

額

４０，１７４ ４６，４

補

５０，５７２

正 額 計

千円 千円 千円

19. 諸 収 入 ２７９，１３２ ４０６，７３５ ６８５，８６７

20. 市 債 １

款

，５４２，８００ ６，

補

２００ １，５４９，０

正

００

歳

-8-



府 支 出 金 地　　方　　債 そ　　の　　他

千円 千円 千円 千円 千

 

円 千円 千円

 

１.議 会 費

 

335,040 335

(

,040

 

２.総 務 費 3

歳

,731,984 1,

　

628 3,733,6

 

12 1,628

 

３.民

 

生 費 25,433,1

出

79 344,930 2

 

5,778,109 6

)

,771 338,15

補

9

　

４.衛 生 費 2,95

　

7,771 419,7

正

61 3,377,53

　

2 418,840 92

　

1

額

５.産 業 経 済 費 1,

　

024,490 67,

　

203 1,091,6

の

93 67,203

　

６.

　

土 木 費 2,900,2

財

26 6,200 2,9

　

06,426 6,20

　

0

源

７.消 防 費 1,33

　

7,699 1,337

　

,699

内

８.教 育 費 3

　

,832,316 45

　

2 3,832,768

訳

452

款

９.公 債 費 3,

補

982,693 3,9

 

82,693

正

10.予

 

備 費 75,000 75

前

,000

 

歳　　出　

の

　合　　計 45,61

 

0,398 840,1

額

74 46,450,5

補

72 425,611 6

　

,200 408,36

　

3

正　　額 計 特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　 般　 財　 源

国 

-9-



２.衛 生 費 4,

２

707 111,731

.

116,438

　

１.保 健 衛 生 費 111

歳

,731 新型コロナウ

　

イルスワクチン接種事

　

業

国 庫

入

負 担 金 負 担 金

(款) 14. 国庫支出金

計 9,902,581 111,731 10,014,312

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) １. 国庫負担金

-10-



費 934,237 6,771 941,008 １.社 会 福 祉 費 6,771 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金給付事業

国 庫 補 助 金 補 助 金

３.衛 生 費 10,883 307,109 317,992 １.保

目

健 衛 生 費 307,10

補

9 新型コロナウイル

正

スワクチン接種体制確

前

保事業

の

国 庫 補 助 金 補 助

額

金

補

計 1,564,

　

271 313,880

正

1,878,151

　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 14. 国庫支出金

(項) ２. 国庫補助金

２.民 生

-11-



42 1,628 1,970 １.一 般 寄 附 金 1,628 部落有財産処分に伴う寄附金（新堂）

(款) 17. 寄附金

計 100,342 1,628 101,970

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 17. 寄附金

(項) １. 寄附金

２.一 般 寄 附 金 3
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55 406,735 623,790 １.雑 入 406,735 雑入

計 217,078 406,735 623,813

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 19. 諸収入

(項) ５. 雑入

２.雑 入 217,0
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00 6,200 282,300 ３.公 園 整 備 6,200 天美北第一公園整備事業

事 業 債

(款) 20. 市債

計 1,542,800 6,200 1,549,000

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　　　　　　　　明
区　　分 金　額

千円 千円 千円 千円 千円

(款) 20. 市債

(項) １. 市債

４.土 木 債 276,1
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区　　分 金　　額
国府支出金 地方債 その他

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

16.公共施設 38,235 1,628 39,863 1,628 24. 積 立 金 1,628 その他特定目的 公

３

共施設整備事業基金費

.　

整 備 費 基金積立

歳

金 1,628

　　

計 2,6

出

75,315 1,62

(

8 2,676,943

款

1,628

) ２. 総務費

(項) １. 総務管理費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　　源
一般財源
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１.社 会 福 祉 1,065,504 116,771 1,182,275 6,77

(

1 110,000 11

款

. 役 務 費 1,051 通

)

信運搬費 9 新型コロナ

 

ウイルス感染症生

３.

総 務 費 手数料 1,0

 

42 活困窮者自立支援

民

金給付事業

生

1

費

9. 扶 助 費 5,720

(

6,771

項

2

)

2. 償還金、 110,

 

000 償還金 住民税非

１

課税世帯等に対する

. 

利子及び 臨時特別

社

給付金給付事業

会福

割 引 料 110,000

祉費

３.老人福祉

(

費 104,973 22

款

3,709 328,6

)

82 223,709 1

 

0. 需 用 費 197 消耗

３

品費 20 元希者応援支

.

援金支給事業

 

印

民

刷製本費 177 223

生

,709

費

11

(

. 役 務 費 3,752 通

項

信運搬費

)

12

 

. 委 託 料 14,760

１

その他委託料

. 

18. 負担金、 205

社

,000 補助金

会福

補助及び

祉

交 付 金

費

計 9,508,297 340,480 9,848,777 6,771 333,709

-16-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.

(

児童福祉費 5,406

款

,435 4,450 5

)

,410,885 4,

 

450 22. 償還金、

３

4,450 償還金 子育

.

て世帯への臨時特別給

 

付

民

利子及び 金支

生

給事業 4,450

費

(

割 引 料

項)

計 8,136

 

,512 4,450 8

２

,140,962 4,

.

450

 児童福祉費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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２.予 防 費 441,428 419,761 861,189 418,840 92

(

1 ７. 報 償 費 50 報償

款

金 予防接種事業 921

) 

10. 需 用 費

４

6,450 消耗品費 2

.

,625 新型コロナウ

 

イルスワクチン

衛生

燃料費 825 接種事業

費

418,840

(項

印刷製本費 375

) 

修繕料 750

１.

医薬材料費

 

1,

保

875

健

11.

衛

役 務 費 26,313 通

生

信運搬費

費

4,0

(

50

款

手数料 22

)

,263

 

12

４

. 委 託 料 383,68

.

7 その他委託料

 衛

13. 使用料及び 2

生

,340

費

賃 借 料

(項

19. 扶 助 費

)

921

 １

計 1,041,

.

262 419,761

 

1,461,023 4

保

18,840 921

健衛生費
-18-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

１.

(

商工総務費 382,6

款

84 67,203 44

)

9,887 67,20

 

3 12. 委 託 料 7,2

５

03 その他委託料 令和

.

４年度臨時プレミアム

 

付

産

18. 負担

業

金、 60,000 補助

経

金 商品券事業 67,2

済

03

費

補助及び

(項

交 付 金

) 

計 914,

２

138 67,203 9

.

81,341 67,2

 

03

商工費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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３.公 園 費 191,894 6,200 198,094 6,200 12. 委 託 料

(

6,200 その他委託

款

料 天美北第一公園整備

)

事業

 

6,200

６. 

計 407,961 6,

土

200 414,161

木

6,200

費

(項) ３. 都市計画費

(款) ６. 土木費 (項) ３. 都市計画費
-20-



　源
一般財源 区　　分 金　　額

国府支出金 地方債 その他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

２.

(

体育施設費 286,3

款

32 452 286,7

)

84 452 11. 役 務

 

費 6 通信運搬費 （仮称

８

）新スケートボードパ

. 

12. 委 託 料

教

446 その他委託料 ー

育

ク整備事業 452

費

(

計 1

項

,204,385 45

)

2 1,204,837

 

452

６. 保健体育費

補　正　額　の　財　源　内　訳 節

説　　　　　　　明目 補正前の額 補 正 額 計 特　　定　　財　
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期 間 金 額 期 間 金 額 国･府支出金 地 方 債 そ の 他

令 和 千円 年 千円 年 千円 千円 千円 千円 千円

４年度 74,660 6 74,660 74,660

左 の 財 源 内 訳

支 出 予 定 額 特 定 財 源
一 般 財 源

（仮称）新スケートボード
パーク指定管理料

事 項

令和４年度以降の

の支出（見込）額限 度 額

令和３年度末まで

債務負担行為で令和５年度以降にわたるものについての令和３年度末までの

支出額又は支出額の見込み及び令和４年度以降の支出予定額等に関する調書
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令 和 ４年 度中

補 正 前 の 額 補 正 額 元金償還見込額

19,046,755
千円

18,158,442
千円

547,800
千円

6,200
千円

1,545,348
千円

17,167,094
千円

都 市 計 画 3,566,283 3,287,690 39,200 6,200 296,577 3,036,513

41,032,738 39,999,066 1,542,800 6,200 3,762,567 37,785,499

区 分
令和３年度末

現在高見込額

令 和 ４ 年 度 中 増 減 見 込 額 令和４年度末

現在高見込額
令和２年度末現在高 令和４年度中起債見込額

（10）

１． 普　　　　 通　　　　 債

合 計

地方債の令和２年度末における現在高並びに令和３年度末
及び令和４年度末における現在高の見込みに関する調書
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議案第３５号 

 

 

松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及 

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する 

条例制定について 

 

 

松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動 

 

用ポスターの作成の公営に関する条例（平成６年条例第１号）の一部を改正する 

 

条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和４年６月７日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及 

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の一部を改正する 

条例 

 

 松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動

用ポスターの作成の公営に関する条例（平成６年条例第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第４条第２号ア中「１５，８００円」を「１６，１００円」に改め、同号イ中

「７，５６０円」を「７，７００円」に改める。 

 第８条中「５２５円６銭」を「５４１円３１銭」に、「３１０，５００円」を

「３１６，２５０円」に改める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の松原市の議会議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用及 

び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の 

日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示される選挙について適用し、

施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例に

よる。 



議案第３６号 

 

 

松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関 

する条例の一部を改正する条例制定について 

 

 

松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例 

 

（平成２０年条例第２号）の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和４年６月７日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



松原市条例第  号 

 

   松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関 

する条例の一部を改正する条例 

 

 松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

（平成２０年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条中「７円５１銭」を「７円７３銭」に改める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の松原市の議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関 

する条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その 

期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示さ 

れた選挙については、なお従前の例による。 



議案第３７号 

 

 

松原市スケボーパークまつばら条例制定について 

 

 

 松原市スケボーパークまつばら条例を別紙のとおり制定する。 

 

 

 

 

令和４年６月７日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 



１ 

 

松原市条例第  号 

 

   松原市スケボーパークまつばら条例 

 

（設置） 

第１条 市民の地域コミュニティの形成及び市民スポーツの振興を図ることを目

的として、本市にスケボーパークまつばら（以下「スケボーパーク」とい

う。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 スケボーパークの名称及び位置は、次のとおりとする。 

（１） 名称 スケボーパークまつばら 

（２） 位置 松原市立部４丁目２７０番１ 

（施設） 

第３条 スケボーパークに次の施設を置く。 

（１） 屋内スケートボード場 

（２） 屋外スケートボード場 

（３） 駐車場 

（管理） 

第４条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定によりスケボーパークの管理を市長が指定する法人その他の団体（以下

「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

（１） スケボーパークの施設及び設備の維持管理に関する業務 

（２） スケボーパークの使用の許可に関する業務 

（３） 前２号に掲げるもののほか、市長が定める業務 

３ 指定管理者は、前項の業務を行うに当たり必要と認めるときは、あらかじめ

市長の承認を得て業務の一部を委託することができる。 

（開場時間及び休場日） 

第５条 スケボーパークの開場時間は、午前９時から午後１１時までとする。た

だし、市長が特に必要があると認めるときは、その時間を延長し、又は短縮す

ることができる。 

２ スケボーパークの休場日は、１２月２９日から翌年１月３日までとする。た

だし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場するこ

とができる。 

（使用の許可） 

第６条 スケボーパークを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければな

らない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 市長は、前項の許可に当たり、使用についての条件を付することができる。 

（使用許可の制限） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、スケボーパー
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クの使用を許可しない。 

（１） 公共の秩序を乱し、又は風紀を害するおそれがあるとき。 

（２） 興行等の営利を目的とするとき。 

（３） 建物又は附属物を損傷するおそれがあるとき。 

（４） 小学生以下の者の使用において引率者、指導者等がないとき。 

（５） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の

利益になり、又はそのおそれがあると認めるとき。 

（６） その他市長が管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第８条 スケボーパークを使用しようとする者は、別表に定める額の使用料を納

付しなければならない。 

２ 前項の使用料（駐車場に係る使用料を除く。）の納付は、前納とする。ただ

し、国又は地方公共団体が使用するときは、後納によることができる。 

３ 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、第２６条第

１項の規定により読み替えて適用する第１項の利用料金の額は、別表に定める

額の範囲内で指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者

は、あらかじめ利用料金の額について市長の承認を受けなければならない。そ

の額を変更するときも、同様とする。 

４ 市長は、前項の承認をしたときは、その旨を公示するものとする。 

５ 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、市長は、第

２６条第１項の規定により読み替えて適用する第１項の利用料金を指定管理者

の収入として収受させるものとする。 

（使用料の減免） 

第９条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免

することができる。 

（使用料の還付） 

第１０条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第１１条 スケボーパークの使用の許可を受けた者（以下「使用者」という。）

は、スケボーパークの使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（許可の取消し等） 

第１２条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、市長は、使用の

許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずる

ことができる。 

（１） 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（２） 使用者が第７条各号に定める事項に該当するに至ったとき。 

（３） 使用者が偽りその他不正な手段によりこの条例による許可を受けたと

き。 
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（４） 災害の発生その他緊急やむを得ない事由が生じたとき。 

２ 前項の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停

止し、若しくは退去を命じた場合において、使用者に損害が生ずることがあっ

ても、市はこれに対し補償の責めを負わない。 

（損害の賠償） 

第１３条 使用者は、施設等を損傷したときは、その損害を賠償しなければなら

ない。 

（原状変更の許可） 

第１４条 使用者は、スケボーパークの使用に際し、これを模様替えし、又は設

備等を付加しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならな

い。 

（原状回復の義務） 

第１５条 使用者は、スケボーパークの使用を終了し、又は第１２条の規定によ

り使用を制限され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、市長の指示に

従い、直ちにその施設等を原状に復さなければならない。 

２ 前項の規定による原状回復に要する経費は、使用者の負担とする。 

（駐車できる自動車） 

第１６条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路交通法施行規則（昭和

３５年総理府令第６０号）第２条の表に規定する普通自動車とする。ただし、

市長が必要と認めるときは、これ以外のものを駐車させることができる。 

（駐車場における禁止行為） 

第１７条 駐車場の使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１） 指定された場所以外に自動車を駐車させること。 

（２） 自動車に発火性又は引火性の物品その他危険物を積載すること。 

（３） みだりに火気を使用し、又は騒音を発すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあ

る行為をすること。 

（駐車場の管理内容） 

第１８条 市長は、駐車場に駐車中の自動車の保管義務を負わない。 

２ 駐車場に駐車中の自動車及び当該自動車に附置又は保管された物について、

盗難、紛失、破損等の事故が生じても、市は一切その責めを負わない。 

（放置自動車の処分） 

第１９条 市長は、自動車が駐車場において６月の間放置された場合において管

理上支障があると認めるときは、当該自動車を廃棄物とみなして処分すること

ができる。 

２ 市長は、前項の処分に要した費用を使用者に請求することができる。 

（駐車場の使用手続） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、駐車場の使用に係る手続は、市長が定

める。 

（指定管理者の指定手続） 
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第２１条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により指定管理者を公募するときは、あらかじめスケボ

ーパークの概要、管理の基準、業務の範囲、指定の期間、応募の資格、応募の

方法、募集期間、選定の基準その他市長が定める事項を公示するものとする。 

３ 指定管理者の指定を受けようとするものは、申出書に事業計画書その他市長

が定める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により申出があったときは、暴力団又は松原市暴力団排

除条例（平成２４年条例第３６号）第２条第４号に規定する暴力団密接関係者

（以下「暴力団密接関係者」という。）でないと認め、かつ、次に掲げる基準

に該当するもののうちから、スケボーパークの設置の目的を最も効果的に達成

することができると認める法人その他の団体を指定管理者の候補者として選定

し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

（１） スケボーパークを使用しようとする者の平等な使用を確保し、かつ、

利便性の向上を図ることができること。 

（２） 第１条の設置目的にのっとった管理を効果的かつ効率的に実施できる

こと。 

（３） スケボーパークを適正かつ安定的に管理する能力を有すること。 

（指定管理者の候補者選定の特例） 

第２２条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第１項の規定に

よる公募によらず指定管理者の候補者を自ら選定することができる。 

（１） スケボーパークの性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を最も効果

的かつ効率的に達成することができると認められる団体があるとき。 

（２） 前条第１項の規定による公募をした場合において、応募者がないとき。 

２ 前条第３項及び第４項の規定は、前項の規定により市長が指定管理者の候補

者を選定する場合について準用する。 

（指定の取消し等） 

第２３条 市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。この場合において、市は、指定の取消し等により指定

管理者に生じた損害について、一切その責めを負わない。 

（１） 市の条例若しくは規則又はそれらに基づく指示及び地方自治法第 

２４４条の２第１０項に基づく指示に従わないとき。 

（２） 不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。 

（３） 第４条第２項の業務を適正に行うことができなくなったと認められる

とき。 

（４） 暴力団又は暴力団密接関係者であるとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、スケボーパークの管理運営上不適切な行

為があったとき。 

（個人情報の適正管理） 

第２４条 指定管理者は、第４条第２項の業務の実施において保有することとな
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る文書等（松原市個人情報保護条例（平成１１年条例第２２号）第２条第３号

に規定する文書等をいう。以下同じ。）に記録されている個人情報について、

松原市個人情報保護条例を遵守し、適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は前条第１項の規定により指定

を取り消されたときは、直ちに市長の指示に従い、第４条第２項の業務に伴い

収集した個人情報を記録した文書等を市長に返還し、又は廃棄し、若しくは消

去しなければならない。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第２５条 指定管理者は、毎年度終了後２月以内に、スケボーパークの管理状況

を把握するため必要なものとして市長が定める事項を記載した事業報告書を作

成し、市長に提出しなければならない。 

（読替規定等） 

第２６条 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、次の

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えて適用する。 

第５条 市長が特に必要があると認

めるときは 

指定管理者が特に必要があると認

めるときは、あらかじめ市長の承

認を得て 

第６条 市長 指定管理者 

第７条 市長 指定管理者 

第８条第１項 別表に定める額の使用料 第３項の規定により指定管理者が

定める利用料金 

第８条第２項 使用料 利用料金 

第９条 市長 指定管理者 

使用料 利用料金 

第１０条 使用料 利用料金 

市長が特に必要があると認

めるときは 

指定管理者は、市長が定めるとこ

ろにより 

第１２条第１項 市長 指定管理者 

第１４条 市長 指定管理者 

第１５条第１項 市長 指定管理者 

第１６条 市長 指定管理者 

第１８条第１項 市長 指定管理者 

第１９条 市長 指定管理者 

第２０条 市長 指定管理者 

２ 第４条第１項の規定により指定管理者に管理を行わせるときは、この条例及

び規則に定めるもののほか、スケボーパークの管理及び運営に関し必要な事項

は、指定管理者が市長の承認を得て定めることができる。 
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（施行の細目） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定

める日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第２１条から第２３条までに規定する手続については、この条例の施行の日

前に行うことができる。 

別表（第８条関係） 

施設の種類 使用料 

屋内スケートボード場 入場１回当たり１，５００円 

屋外スケートボード場 入場１回当たり５５０円 

駐車場 １台当たり１時間１００円 

備考 

１ 使用時間が１時間未満のものは１時間として計算する。 

２ スケボーパークの使用の申請をした者が市の区域内に住所を有し、市の区

域内に存する事務所若しくは事業所に勤務し、又は市の区域内に存する学校

に在学する者でないときは、スケボーパーク（駐車場を除く。）の使用料の

額については、別表に規定する使用料の額に１．５を乗じて得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

 

 

 



議案第３８号 

 

    

財産取得について（消防ポンプ自動車） 

 

    

 次の財産を取得する。 

 

 

記 

 

 

１ 財産の名称  消防ポンプ自動車 

 

 

２ 取 得 価 格  ４４，９９０，０００円 

 

 

３ 取得の相手方  兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 

株式会社モリタ 

 

 

 

 

令和４年６月７日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 

 

 

 

 



議案第３９号 

 

    

財産取得について（消防団消防ポンプ自動車） 

 

    

 次の財産を取得する。 

 

 

記 

 

 

１ 財産の名称  消防団消防ポンプ自動車 

 

 

２ 取 得 価 格  ２０，２４０，０００円 

 

 

３ 取得の相手方  兵庫県三田市テクノパーク１番地の５ 

株式会社モリタ 

 

 

 

 

令和４年６月７日提出 

 

 

松原市長  澤  井  宏  文 

 

 

 

 


